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協働環境委員会会議録 

 

令和３年１１月１１日（木） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １１：３６ 

【 案 件 】 

１．地域公共交通について 

 

【 報告事項 】 

１．第２次飯塚市男女共同参画後期プラン（素案）の策定について （男女共同参画推進課） 

２．新型コロナワクチン接種の進捗状況について （健幸保健課） 

３．工事請負契約について （契約課） 

                                           

○委員長 

ただいまから協働環境委員会を開会いたします。 

「地域公共交通について」を議題といたします。提出資料について、執行部の説明を求めま

す。 

○地域公共交通対策課長 

それでは、提出させていただいております資料についてご説明をさせていただきます。今回

は、１０月２７日に改正されました地域公共交通協議会及び交通会議によって承認されました

次期コミュニティ交通体系再編の素案について、主な部分をご説明させていただきます。 

ファイルの「コミュニティ交通体系再編について」をご参照ください。１ページ目に「令和

４年度からのコミュニティ交通について」を記載しております。令和２年度からのコミュニテ

ィ交通につきましては、民間公共交通事業の維持・確保を支援し、民間と行政が適切な役割分

担をすること、「地区間輸送」・「地区内輸送」で区分したコミュニティ交通事業運営を行う

こと等により、市全体の公共交通事業を維持していくという考え方に基づきまして、現在、協

議・調整を進めております。 

１番につきましては、運行の趣旨とし、日中に買い物や通院などの日常生活を維持・継続す

るための移動手段の確保、（２）民間公共交通機関の廃止に伴う代替移動手段の確保を、コミ

ュニティ交通の役割と考えております。 

次に、３の運送事業の種類ですが、本市のコミュニティ交通の運行に当たっては、本市の公

共交通事業の事業運営等を考えまして、従来どおり、民間の交通事業を活用した一般旅客乗合

自動車運送事業の形で実施したいと考えております。 

次に、２ページ目の運行体系の新旧対照表をごらんください。右側が、新体系の内容となっ

ておりまして、上段が地区間輸送、下段が地区内輸送、下段では予約乗合タクシーとエリアワ

ゴンに分けて掲載しております。エリアワゴンと申しますのは、現在まちづくり協議会が運行

しております買物ワゴンを、来年度から引き継ぐ予定の地区内の定時定路線型の交通体系の交

通機関の名称としております。資料の赤い字で記載しているところが現在の交通体系と異なる

部分でございます。資料の右下、地区内輸送に関する内容から説明させていただきます。今回

の素案におきましては、従来の予約乗合タクシー、路線ワゴンに加えて、エリアワゴンの運行

を計画しております。予約乗合タクシーにつきましては、デマンド型で、地区内全域を運行で

きる交通機関として、交通空白地域を解消する効果や、分散した移動の需要に対応できるとい

った特徴を生かし、おおむね現行の体制で運行を継続することを考えております。車両台数の

赤字の部分につきましては、路線ワゴンやエリアワゴンとの兼用など、車両の活用方法の変更

を行うものでございます。 
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３ページをごらんください。このページの左下の部分に、予約乗合タクシーに関する調整事

項等を記載しておりまして、今回変更する部分につきましては、部分的に地区外で行ける施設

の追加や運行時間帯の休憩時間の変更、車両を１台減とすることなどがあります。車両の種類

につきましては、現在は主に１０人乗りのワゴン車両を使用しておりますけれども、利用状況

等を鑑みまして、複数台数で同一地区を運行する場合におきましては、一部の車両において、

セダン型の車両への転換をすることも視野に入れて調整していきたいと考えております。その

ほかに関しては現状と同様です。このページには、コミュニティバスやエリアワゴンの調整事

項等も記載しておりますので、後ほどの説明にあわせてご確認いただければと考えております。 

続いて、路線ワゴンについて、また、２ページ目に戻っていただければと思いますけれども、

路線ワゴンにつきましては、これまでの３地区の運行と、頴田地区でも今回新たに運行を追加

したいと考えております。鎮西地区では、一部でエリアワゴンへの運行ルートの編入、幸袋地

区では１便減便しますけれども、おおむね現在の運行内容で運行したいと思っております。飯

塚東地区では、路線ワゴンの運行を、後ほど説明しますエリアワゴンの運行計画の中に組み入

れて実施します。運賃につきましては現在２００円ですが、エリアワゴンと同額の１００円に

変更したいと考えています。この路線ワゴンの運行は、予約乗合タクシーと一体と考え、平日

のみの運行と考えております。 

次に、エリアワゴンについて説明いたします。２ページ目の右下の表の部分ですけれども、

このエリアワゴンにつきましては、まちづくり協議会の買物ワゴンを継承したもので、今回の

運行計画では、バス停やバスの運行ルート等をできるだけまちづくり協議会の考えていただい

た買物ワゴンの内容を活用する方向で実施したいと考えております。運行日数につきましては、

現在の買物ワゴンの運行が週に１日のペースで土曜日に実施されている地区が多いこと等を勘

案しまして、運行日は土曜日と平日の１日または２日程度を目安として、運行日の拡充をいた

します。なお、運行日数、時間帯、便数は地区により異なります。運賃につきましては、買物

ワゴンは試行運行ということで無料となっておりますが、エリアワゴンにつきましては、コミ

ュニティ交通としての事業継続、受益者負担の考え方、今後の乗り継ぎ場所の環境整備等とと

もに、今回の交通体系では、ほかの公共交通機関へ乗り継げるような仕組みを考えております

ので、乗り継ぎにかかる負担をできるだけ軽くするという配慮も含めまして、１回１００円の

運賃をお願いしたいと考えております。なお、回数券や障がい者割引につきましては、新規の

運賃設定ということもありますので、今後地域の方や協議会等のご意見をお聞きするなどして

慎重に検討したいと考えております。 

次に、各地区のエリアワゴンと路線ワゴンの運行のバス停やルートにつきまして、ご説明い

たします。別ファイル「路線図」をご参照ください。まず、頴田地区ですが、２ページに新設

の路線ワゴンのルートを記載しています。コミュニティバスの利用の多い頴田中央団地という

バス停や施設を、平日５日２往復運行します。３ページ目に、エリアワゴンについて、平日

１日と土曜日の色の異なる６路線がそれぞれ１往復いたします。 

次に、４ページ目の鯰田地区のエリアワゴンですが、平日１日と土曜日１日に、１日３便運

行いたします。 

次に、５ページの幸袋地区ですが、エリアワゴンは平日１日と土曜日に、６路線がそれぞれ

１往復いたします。路線ワゴンは、利用の非常に少なかった第１便を廃止いたしますが、その

他の便は現行どおり運行いたします。 

６ページ目の二瀬地区ですが、この地区では買物ワゴンは運行されておりませんが、今回エ

リアワゴンが新たに平日２日と土曜日に、１日当たり、時計回りに２回、反時計回りに３回運

行いたします。 

次に、７ページ目の鎮西地区ですが、この地区も新たにエリアワゴンが平日２日と土曜日に

運行し、土曜日は１日です。八木山地区は１往復、その他は２往復運行いたします。また、路
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線ワゴンは平日３日、１日当たり７便、現在のルートを一部延伸して運行を継続します。 

８ページ目の飯塚東地区ですが、本年９月末にＡＳＯ山内店が閉店した影響等を考慮しまし

て、図面上部の紫の色のラインの路線ワゴンは平日の午前中に１日８便程度、商業施設のある

新飯塚駅付近まで延伸いたします。また、エリアワゴンにつきましては、この路線ワゴンを計

画に組み込みまして、平日３日午後２便、土曜日４便運行いたします。 

９ページ目の庄内地区のエリアワゴンですが、平日の午前中に、昨年１０月から減便となっ

た紫色の西鉄のバスルートの「赤坂橋～近畿大学前」の区間を３便程度、西鉄バスが運行しな

い時間帯に運行いたします。また、黄緑色の買物ワゴンをベースとしたルートを平日２日の午

後に２便、土曜日に４便運行いたします。 

１０ページ目の穂波地区ですが、エリアワゴンが紫色の高田方面系統と黄緑色の穂波菰田方

面系統の２系統がございます。高田校区を中心とした高田方面系統は、平日半日２日に２往復、

土曜日に３往復いたします。また、穂波地区と隣接する菰田地区とこの穂波地区を一体的に新

規路線として編成した穂波菰田方面系統では、平日３日は４往復、高田方面系統が運行する平

日の２日については２．５往復、また、土曜日は４往復いたします。 

最後に、１１ページの筑穂地区ですが、まちづくり協議会から提案がありました運行計画に

基づきまして、ご提案があった３コースの運行ルートを、平日２日と土曜日に各２往復運行す

ることとし、土曜日においては、山間部をカバーする第４コースも１往復運行いたします。

４ページ目に、今、説明いたしました運行計画のイメージを掲載しておりますので、ご参照く

ださい。今後、この素案に対する意見、ご要望を聞き取りする中で、バス停、運行ルート、運

行日時等の運行内容がまとまってまいりましたら、実際の運行ダイヤ等を入れた具体的な運行

計画を策定したいと考えております。 

次に、もとの資料の２ページ目に戻っていただきまして、地区間輸送のコミュニティバスに

ついてご説明をいたします。コミュニティバスにつきましては、民間公共交通機関との適切な

役割分担を果たすために、一部の路線の必要性の見直しを行うこととしておりました。その結

果として、現在運行している本市単独の４路線のうち、頴田・飯塚線及び庄内・飯塚線の２路

線については、民間路線バスとの重複が多く、競合が生じている状況があることや、各地区の

エリアワゴンの運行や乗り継ぎ利用により、当該路線の役割を担うことができると考えまして、

廃止することを考えております。 

次に、現在の筑穂・飯塚線及び高田・鎮西線の２路線につきましては、筑穂地区から穂波地

区を経由し、中心市街地までの輸送という役割が重なっていることなどにより、高田・鎮西線

のルートを基本に、一部、筑穂・飯塚線のルートを編入するような形で、桂川駅や筑前大分駅

から穂波地区経由で中心市街地に進入する新たな路線の、今、名称としまして「筑穂・高田線」

という名称の１路線に再編成いたします。なお、現在の高田・鎮西線で運行しております二瀬

地区・鎮西地区の部分につきましては、廃止することを考えております。新たに編成いたしま

す筑穂・高田線の運行コースにつきましては、先ほど見ていただいた路線図のファイルの

１ページ目に掲載をしております。運行ダイヤにつきましては今後決定していきますが、おお

むね平日に６、７便程度の運行をする予定でございます。 

宮若市と共同運行している宮若・飯塚線につきましては、現行どおりの運行を継続する予定

としております。 

５ページ目に、交通結節点に関する資料を添付させていただいております。これまで説明い

たしました地区内輸送と地区間輸送の結節、乗り継ぎにより広範囲の移動をしやすくできるよ

うに、交通結節点の設定をしたいと考えております。考え方につきましては、資料上部の二重

線で囲んだ部分に記載していますが、路線バスのバス停や駅及び近接施設のある程度の利用者

が集まる、乗り継ぎ環境が整っている、もしくは整備しやすい地点、おおむね地区内で２カ所

程度を選定しております。この交通結節点におきまして、できるだけ円滑に乗り継ぎができる
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ようなエリアワゴン等の運行ダイヤを調整してまいりたいと思っております。 

続きまして、別のファイルになりますけれども、住民説明会のお知らせの部分でございます。

これまで説明してまいりました内容につきまして、一般市民を対象とした住民説明会を開催す

る予定としておりまして、今回、周知のチラシを提出しております。開催に際しましては、こ

のチラシを１１月１日の隣組回覧で配付するとともに、各地区で全戸配付されております交流

センターだよりにも記事を掲載しております。また、市のホームページにも説明資料を掲載し

ております。今回の説明会ではできる限りその地区に関する内容を具体的に丁寧に説明してい

きたいと考えております。そこでお聞きしました意見等につきましては、内容に合わせまして、

今後の運行計画に反映できればと考えております。 

続きまして、前回の委員会で要求がございました資料についてご説明いたします。ファイル

名の「前回要求分」という資料をご参照ください。１ページ目から３ページ目に、コミュニテ

ィ交通の利用状況について、本年９月末までの実績を記載しております。１ページの（１）に

予約乗合タクシーの市全体の延べ利用者数と１日平均利用者数の年次推移。（２）に地区別の

利用者数。２ページ目【２】に路線ワゴンの利用者数。【３】に本市単独で運行しております

コミュニティバス４路線の利用者数の年次推移と路線別の状況。３ページ目に、宮若市と共同

運行しておりますコミュニティバス宮若・飯塚線の利用状況。【５】にそれらを合計した利用

者数の年次推移を記載しております。いずれの交通機関も令和２年度は前年度と比較しまして、

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、利用者数が大幅に減少しておりまして、ことしの上

半期におきましても、その状況は大きく変わっておりません。 

次に４ページに、コミュニティバスと西鉄バスの重複を示す図面を提出しております。凡例

を左上に記載しておりますが、グレーのラインが西鉄バスの運行ルートで、ライン上の丸がバ

ス停です。黄色い円はバス停を中心に半径３００メートルの範囲を、いわゆる徒歩圏内を示し

ております。この黄色の円内に含まれるコミュニティバスのバス停が、西鉄バスの利用圏内と

重複しているということで、図面では赤丸で示しております。含まれない部分については、青

丸で示しております。コミュニティバスの運行ルートにつきましては、４色のラインで示させ

ていただいております。これらの状況を見ますと、西鉄バスと重複しているバス停の多い頴

田・飯塚線と庄内・飯塚線におきましては、重複バス停が各路線バスのバス停の約７０％にな

り、この２路線における重複バス停における利用者の比率は、頴田・飯塚線ではその路線全体

の利用者の約８割、庄内・飯塚線では約９割と、重複の度合いが大きいものです。 

次に、５ページから７ページに飯塚市地域公共交通協議会に関する資料を提出しております。

５ページには、同協議会の概要として、設置根拠法令の抜粋、設置目的について、協議会の規

約の抜粋、またその協議事項、構成員と今年度の今後の予定等を記載しております。次のペー

ジには今年度の協議会委員の名簿を記載しております。最後に、令和元年度から直近までの協

議会における協議事項の主な案件について記載しております。主な内容としましては、翌年度

の運行計画の協議や西鉄等の路線バスの廃止の申し出に伴う協議、代替交通の運行などが議題

となっております。 

以上で今回提出しております資料に関する説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、ただいまの説明を含め、本件全般についての質疑を許します。質

疑はありませんか。 

○金子委員 

 まず、住民説明会をされたということなので、住民説明会の資料を見ながらお聞きしたいと

思います。この「コミュニティ交通運行計画（素案）に関する住民説明会」開催のお知らせと

いうことでお知らせをされているようですが、まず、これはいつ回覧されるようになったのか

教えてください。 
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○地域公共交通対策課長 

 今回の住民説明会の開催につきましては、１１月１日の隣組回覧でお知らせするとともに、

各交流センターだよりの１１月発行分で全戸配付のお知らせをさせていただいております。ま

た、市のホームページにおいても、今回の開催内容について掲載をしております。 

○金子委員 

 正直申しまして、少し遅かったのではないか、コロナがあったから仕方ないとは思いますが、

１１月１日付で隣組に回すとなると、実際に回ってくるのが２週間後とか、もしかしたら３週

間後とかになる可能性も十分考えられます。実際に、私が住んでいる地域の方も全く情報が入

ってなかったということをおっしゃっておりました。もう少し早くしてほしかったというのが

一つなんですけど、あとホームページの公表の仕方をもう少し詳しく教えてください。いつ、

どのように、どういうふうに見れば見えたのか教えてください。 

○地域公共交通対策課長 

 ホームページでの住民説明会のご案内につきましては、今月に入りまして説明会の開催の記

事を、公共交通のカテゴリーの部分に掲載させていただいておりまして、また、開催したもの

につきましては、その中で資料を、現在参照できる状態にしております。 

○金子委員 

 今回のこの公共交通って、かなり大きく変わっていたなというのは思いますし、かなり力を

入れて、課としてかなり力を入れているなというのを感じます。ということは、しっかりと住

民に説明をするということが必要なのではないでしょうか。コロナがあったからというのは、

確かにそうなんです。だけれども、利用してくださるのは市民の皆さんで、市民の皆さんが知

らなかったとか、利用しにくかったとかなる前に、いろんな案を渡していくというのをしっか

り考えないといけないと思います。で、ホームページの開き方にしても、大変見にくいと思う

んですよね。全く公共交通を知らない人がほぼほぼだと思うんですよ。その中でどう伝えてい

くかという、伝え方の工夫が要ると思うんです。例えば新規に出て、ホームページのところで

新しく、気になる―――、私もちょっと言い方忘れましたけど、気になるところとか、そうい

うポイントで出していくとか、そういう工夫はされたほうがよかったのではないかと思います。

これは要望で終わります。ではあともう一つ、せっかく住民説明会を開いたということで、き

ょうが１１月１１日なので、既に穂波地区の１１月８日、鎮西地区の１１月９日、それから庄

内、二瀬と、この４カ所が既にもう終わっています。で、それぞれの参加の人数、また、男女

比がわかれば教えてください。 

○地域公共交通対策課長 

 今、質問委員がおっしゃいましたように、昨日までで４カ所の説明会を開催しております。

穂波地区におきましては男性５名、女性３名の合計８名、鎮西地区におきましては男性６名、

女性９名の１５名、庄内地区におきましては男性６名、女性５名の１１名、二瀬地区におきま

しては男性３名、女性７名の１０名、合計男性２０名、女性２４名の４４名の参加となってお

ります。 

○金子委員 

 この人数に関しては担当課として多いと思いますか、それとも少ないと思われていますか。 

○地域公共交通対策課長 

 多い数とは思ってはおりません。 

○金子委員 

 あしたからまた幸袋地区が始まりますよね。どのようにしたらふえるというふうに、何かこ

う対策は考えられていますか。 

○地域公共交通対策課長 

 昨日の開催状況等も勘案しまして、何らかの方法で参加者がふえるような方法を考えたいと
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思っております。今のところまだ、具体的にこれというお話ができる状態ではございませんが、

そういう取り組みは考えていきたいと思います。 

○金子委員 

 あしたのことなので、やっぱり早急にしないと間に合わないし、１２日から１９日までなの

で、早急にしていただきたいと思います。そしてまた、もう少し分析をすれば人数がふえるの

ではないかと考えます。例えば、今回、まちづくり協議会とかなり話し合いをしていくという

ことを言われていましたので、そこに声をかけていくという方法もあると思うんですが、その

ことについて、まちづくり協議会との関係について、何かこう考えるようなことはありますか。 

○地域公共交通対策課長 

 今、質問委員がおっしゃられたこともその方法の一つではないかという考えを持っておりま

す。検討させていただきたいと思います。 

○金子委員 

 では先ほどの参加状況なんですけど、この中でまちづくり協議会に関係する方は何名ぐらい

いらっしゃいましたか。 

○地域公共交通対策課長 

 そういう所属の団体名等をカウントはしておりませんので、把握はできておりません。 

○金子委員 

 そうしたら、このことに関してまちづくり協議会と何らかの話し合いはされたのでしょうか。 

○地域公共交通対策課長 

 １０月末に地域公共交通協議会を開催した折に、住民説明会の開催についてお知らせをして

おります。その協議会の委員には、各地区のまちづくり協議会の委員から選出いただいた委員

さんも参加していただいております。また、今回の開催につきましては、自治会長会等でもお

願いしておりますので、個別のお願いということはしておりませんが、そういった周知はして

おります。 

○金子委員 

 やはりそこがもう少し強く、なんというか、周知するというか、まちづくり協議会の代表の

方とか、また自治会の会長さんだけに言っても広がらないという結果だと思うんですよね、こ

の４地区のところを見たら。ということは、もう少しまちづくり協議会とか自治会長の方とか

に周知をするという方法をもう少し丁寧に考えなくてはいけないと思うんですけど、何か具体

的な方法は今思いつかれますか。 

○地域公共交通対策課長 

 今すぐにどうこうという考え方はまとまっておりませんけれども、今言われますような趣旨

を踏まえまして、今後改正する住民説明会の開催の折には、周知等をさらにできるように努力

したいと思います。 

○金子委員 

 せっかくまちづくり推進課の課長もいらっしゃっていますので、何か工夫できるようなこと

はあるか教えてください。 

○まちづくり推進課長 

 この件に関しては、私どもも、地域公共交通対策課と連携して情報提供はさせていただいて

おります。また各地区のまちづくり協議会の役員会や、そういうところにも出席しまして、こ

ういう方向で進みたいというふうな情報は提供させていただいておりました。ただ、この決定

自体がちょっとコロナの関係でおくれたところもありますので、情報提供は随時させていただ

いたところではございますので、この分についてはまた調整をさせていただき、連絡等の連携

体制をとっていきたいというふうに考えております。 

○金子委員 
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せっかく、素案から入れる話し合いというのは、そうそうないと思うんですよね。住民説明

会の中でいろんな人が来て、素案から入れて、また修正していく可能性があるというのは、住

民の意見を聞ける大切な会議だと思いますので、ぜひもう市民の方、また地域の代表となる自

治会長の方とか、まちづくり協議会の方に、ぜひ参加していただくように強く、また言ってい

ただけたらと思っております。 

では、せっかく協議会について意見がありましたので、協議会のメンバーについてお聞きい

たします。この資料を見ましたら、先ほど法律に関して、メンバーが決まっているということ

で、運行会社の方や有識者の方や警察の方等もいらっしゃいます。多くが、このまちづくり協

議会の方が中心となっていることがわかります。メンバーが２９名なんですが、残念ながら女

性が１名です。これはどういった経緯で１名になったのか、教えてください。 

○地域公共交通対策課長 

 飯塚市地域公共交通協議会及び交通会議の構成委員につきましては、提出している資料にも

ありますように、それぞれの根拠法令に基づき、そこで規定された関係団体、関係組織から代

表者を選定していただいているという状況でございます。今回の協議会の委員におきましても、

法律の中で決められている組織や団体並びに市民の代表ということでまちづくり協議会の代表

の方々、また、市内の組織、団体の方から選出していただいております。その推薦に当たりま

しては、当方から各種団体等にお願いをして選出しておりますが、その際に、女性の登用につ

いてもご配慮いただきたいということの内容を、そういったところでお願いをしているところ

でございます。 

○金子委員 

 ということは、お願いはしたけれども、結局１名だったということで間違いないですか。 

○地域公共交通対策課長 

 はい、そのとおりです。 

○金子委員 

 先ほど説明会の参加者の人数を聞きましたところ、４カ所のところだったからはっきりとは

言えないと思いますが、男性が２０名、女性が２４名ということで、どんな役割とかその方の

肩書とかいうのはわからないけれども、女性のほうが２０対２４でやや多いということですよ

ね。では、もう一つ聞きます。女性の利用状況について、何か資料があれば教えてください。 

○地域公共交通対策課長 

 利用状況の中で、男女の状況等がわかるものといたしまして、予約乗合タクシーをご利用さ

れている状況ということで、令和２年度の予約乗合タクシーの利用されている男女別の割合と

いたしましては、男性２割、女性８割となっております。 

○金子委員 

 圧倒的に女性が多いですよね。２割対８割。予約乗合タクシーなので、今から言われている

そのエリアワゴンに関しても、はっきりした数字がわからない。コミュニティバスについても

まだはっきりわからないけれども、やはり女性の状況として８割が利用しているということで

すよね。なのに、この協議会にはたった１人しかいない。これのアンバランスさはどうお考え

ですか。 

○地域公共交通対策課長 

 利用状況を先ほど申しましたけれども、女性の方の利用が多いという現状がございますので、

こういった協議におきましては、女性のご意見というのは貴重なご意見だというふうに考えて

おります。 

○金子委員 

 では、男女共同参画推進課の知見から審議会等の目標数を教えてください。 

○男女共同参画推進課長 
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 第２次男女共同参画プランでは４０％を目標としております。 

○金子委員 

４０％の目標なのに２９分の１というこの状況は、やはり改善しないといけないと思うんで

すよ。女性の登用率を上げるために人数をふやすのではなく、住みやすいまちにするために、

誰もがというのは女性も含めたところで住みやすいまちにするために協議会があって、その意

見を聞くということですよね。だから登用率を上げようということですよね。だからこの

２９分の１で女性の意見が反映できるとは、私は到底考えられないんですよ。そうしたら、先

ほど言われたように、ただ「ふやしてください」とか言っても、やっぱりふえないんですよ、

言っているだけでは。そこにはっきりとした条件をつけない限りはやっぱりふえない。幾ら言

っても「すみません、自治会長が出ていくんですよ」という状況にしかならないんですよね。

そしたら、やはりしっかりと、この地区では女性を出してくださいとか、はっきりとした、何

ていうかな、順番とか、ことしはこの地区で女性を出しますとか、そういうはっきりとした具

体的な政策をとっていかない限りは、この状況は変わらないと思うんですけれども、この委員

さんの任期はいつまでですか。 

（発言する者あり） 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １０：３７ 

再開 １０：３８ 

 委員会を再開いたします。 

 先ほどの金子委員の発言は、男女共同参画について、協議会の構成の話になっていると思い

ますので、要望にとどめていただきますようよろしくお願いいたします。 

○地域公共交通対策課長 

 ただいまお聞きしましたご意見、要望等につきまして、今度の改正等の折に検討させていた

だきたいと思います。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○吉田委員 

 それでは質問させていただきます。先ほどの説明の中で、基本がワゴン車を使用してという

ことで、一部セダン型って言いましたかね、何かそれを交えた中で運行するというご説明があ

りましたけど、その辺をもうちょっと詳しく聞かせていただけますか。 

○地域公共交通対策課長 

 現在、予約乗合タクシーにつきましては、いわゆるワゴン車両、１０人乗り程度のワゴン車

両を、使用・活用させていただいている状況でございます。地区によっては複数の台数、

１０人乗りのワゴン車両が運行している地域がございますが、１台に乗る乗り合いの状況等も

含めて、その大きさじゃなくても、いわゆるセダン型の車両で運行できる可能性もあるのでは

ないかということで、状況を見ながら、また、その運行の内容を見ながら検討したいという意

味で考えております。 

○吉田委員 

 それと、これとは別なんですけど、エリアワゴンについては終日運行ということで、まず各

所まで細部にわたってまだ書類は拝見してないんですけど、ちょっと確認したいんですけど、

土曜日については、全エリアワゴン、コミュニティバス、予約乗合タクシーは運行するという

考え方でよろしいですか。 

○地域公共交通対策課長 

 現在運行しておりますコミュニティバス、予約乗合タクシーにつきましては、来年４月から



９ 

現在と同じ平日の運行と。土曜日は運行いたしません。エリアワゴンにつきましては、土曜日

の運行をするとともに、平日の中で１日とか２日とかある時間帯だとか、その内容は地区によ

って異なりますが、平日も運行をするということでございます。 

○吉田委員 

 極力、これは前からの課題なんですけど、やっぱり土曜日の運行というのが重要になってき

ますので、また再度、地域のほうからご意見も上がってくるとは思いますが、これ、当初ス

タートの時点からの土曜日運行と昼休みの件については審議されてきたと思います。その面の

改善ができるように、また今後の話も進めていただきたい。それとともに、今、地元の意見を

収集して、各４カ所開催されたということなんですけど、この意見が上がってきたところの集

約をして、集約した上でこの素案からまた変更ができるのか、それが具体的に運行計画を――

―、運輸局でしたかね、これを上げるの、最終的に。上げた場合の決定時期とか、今後のスケ

ジュールについて、もうちょっと詳しく、それと意見反映のところで、厳しく指摘が先ほども

あっていましたが、これは私の個人的なご意見なんですけど、予約乗合タクシーについては名

簿制になっております。この方たちに、もう４回以上終わってしまったので、この４会場の

ターゲットにアンケート調査等の実施も開催できるのではないかなという感覚があります。こ

の２つについてお答え願えますか。 

○委員長 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １０：４３ 

再開 １０：４４ 

 委員会を再開いたします。 

○地域公共交通対策課長 

すみませんでした。ご質問いただいたまず１点目、現在素案ということで運行の提案をさせ

ていただいております。それに関する変更だとか、改善だとか、要望だとかという意見の取り

扱いということになろうかと思いますけれども、現在示させていただいている素案につきまし

て、部分的な内容で、これは対応できそうだということにつきましては、来年４月からの運行

の中で反映していきたいというふうに思います。内容によって、もうちょっと時間が必要かな

という部分につきましては、その次の年、令和５年度などでの対応ということも可能かなとい

うふうに思っておりますので、現在、示している素案がもう決定事項ではございませんので、

内容を聞きながら、対応できる部分につきましては、対応させていただきたいというふうに考

えております。 

続いて２つ目、スケジュールにつきましては、現在素案ということで示させていただいてお

りまして、今月中に地域の説明会等を終わり、来月１２月中にそれらを集約した中で、いわゆ

る具体的な、もう最終的な計画を策定したいというふうに、集約した案を飯塚市地域公共交通

協議会でご議論いただきまして、何とか年内に計画の策定をしたいと。で、年を明けまして、

関係の事業者等の選定や運輸局等の手続を行うことにより、４月からの運行が実現できると。

これはこれまでの手続の経過等を踏まえまして、そういうスケジュールでいければいいのでは

ないかというふうに考えております。 

３つ目のアンケートに関する内容ですけれども、これにつきましては、今ご提案いただいた

ところでございますので、ちょっと考えさせていただきたいというふうに思っております。 

○吉田委員 

 まず１番目の確認なんですけど、意見収集をした上で１２月中に決定し、計画を変更できる

ところについては変更すると。年内に交通協議会にかけて、それが承認いただければ年明けに

すぐ手続に入るという考え方ですね。はい、それは理解しました。最後のアンケートについて

は、初めてというか、きょうの協議の場で私も思ったことを言わせていただきましたが、ちょ
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っと考えてみてもらったらわかると思うんですけど、皆さんこの交通協議会でも、地域の説明

会でも、来られる方は皆さん自家用車もしくはバイクかな。交通手段がある方が来て、協議会

とか、その意見交換会、要望会には参加されるんです。その交通手段がない方たちが利用され

ているんですよね。だから、幅広く利用者のお声を拾うためにはそういうのも必要かなと思い

ますので、あわせてご検討を、返事は要りませんが、お願いします。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○永末委員 

 前回要求させていただきました資料のご準備ありがとうございます。非常に、４ページの民

間との重なっている路線図とかというのは、これを見るとすごくわかりやすいので、理解が進

みました。ありがとうございました。ちょっと質問に移りますけど、まず、案件１－１の資料

の１ページ目を見ますと、量の多い資料のほう、内容がこちらのほうでまとまっているかと思

うんですけど、要は地区間輸送と地区内輸送の分で、地区間輸送に関しては２路線ほど、コミ

ュニティバスが廃止ということで、一方で地区内輸送に関してはその部分を手厚くしていくと

いうふうなことかと思うので、方向性としては、地区間輸送は民間のほうに委ねて、地区内輸

送を厚くするというふうなことかと思うんですけど、そういった理解でよろしいでしょうか。 

○地域公共交通対策課長 

 はい、今委員が申されましたような役割分担ということを基本に、この体系について検討を

進めているところでございます。 

○永末委員 

 はい。となりますと、方向性的には市が現時点でも進めていらっしゃると思いますコンパク

トシティの方法というか、地区内で、ある程度の医療でありますとか、買い物でありますとか、

そういったのを充足させていくというふうな考え方ですけど、こういった公共交通を考える上

で、コンパクトシティの面というものの検討も同時にされているのでしょうか。 

○地域公共交通対策課長 

 今回のコミュニティ交通の運行体系というものにつきましては、その根底として、現在の第

２次飯塚市公共交通網形成計画というものの内容に沿って策定しているところでございますが、

交通網形成計画におきましては、またそのもとの計画ということで、総合計画等の上位計画が

ございまして、その中にコンパクトシティの思想というものは当然入っておりますので、今回

のこの計画もそれの具現化という位置づけで考えているところでございます。 

○永末委員 

 ちょっと今の答弁は一般論的な答弁になるかと思うんですけど、実際に落とし込まれて行か

れたと思うんですよね、今回公共交通を考えていく上で。平等性に配慮して、公平性に配慮さ

れていたと思うんですけど、そういった中で、実際にそういうコンパクトシティの視点に立っ

て検討をされたのかどうかというのを教えていただけますか。 

○地域公共交通対策課長 

 今回、交通結節点というようなものを設定といいますか、考え方の中に入れております。地

区の中の方々の移動を交通結節点に集約し、その地区の拠点だったり、施設のところから、中

心市街地や大型施設のほうに連携していくという、それをコミュニティバスだったり、民間の

路線バスだったりということで、連携していくという形態をとっておりますので、その形とい

うのはコンパクトシティとかコンパクトアンドネットワークという考え方に沿っているものだ

と考えております。今回お話させていただいておりますエリアワゴンにつきましては、その地

区の中を回る路線ですけれども、その分につきましても、地区の中の施設等を回って地区内の

集客といいますか、利用・利便性を向上させるような中身として考えております。 

○永末委員 
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方向性的には、今ちょっと申し上げたような、地区内である程度充足するというふうな考え

方で、全てに大規模な商業施設がどの地区にもあるわけじゃないので、そういったものはその

地区間同士を結ぶというふうな考え方かと思うんですけど、やっぱりその地域に、やっぱりあ

る程度の需要が満たせる、要求が満たせるようなものが必要だと思いますので、そういった意

味では公共交通を形づくる上で、やっぱりその視点はしっかり持っていていただかなくてはい

けないと思いますので、ぜひ、一担当課のほうで判断できる部分ではないと思いますので、副

市長もいらっしゃるので、そういった部分を含めて、ぜひ考えていただきたいと思います。 

あともう１点、今の考え方から言いますと、地区内の重点化といいますか、比重的にそこを

強化していくということですけど、当然、今回、予約乗合タクシーとエリアワゴンですかね、

というところでそこを強化していくような流れかと思うんですけど、予約乗合タクシーに関し

ては、そのまま継続していくような感じになっているんですけど、これはやっぱりここの予約

乗合タクシーの部分というのは、継続させるというのは、これからもやっぱりそこはふえてい

くというふうな見込みを持ってらっしゃるんでしょうか。 

○地域公共交通対策課長 

 地区内の輸送機関として考えたときに、エリアワゴンというのは、やはりバス停とかがあり

ますので、利用できる範囲の方々が限定されている。距離とかの問題でですね。予約乗合タク

シーというのは、いわゆるデマンド型ですので、区域全般どこに住んでいる方でも利用できる

ということで、交通空白地をなくすという効果があったり、どなたでも利用できるというメリ

ットがあります。そういう点で、今回の検討の中では継続していく必要があるというふうに捉

えております。今後、これが拡大していくかどうかということにつきましては、現在のこの形

を検証しまして、判断させていただきたいというふうに考えております。 

○永末委員 

 少なくともコミュニティバス、廃止する予定のコミュニティバスのような形ではなく、当然

今ある形が継続されるのではなかろうかというふうな考えかと思うんですけど、ちょっと１点

だけそこで確認したいのが、飯塚東地区と庄内地区の予約乗合タクシーが計画では２台から

１台になるんですよね。今そこは、今言われたような考え方からすると、利便性という意味で

は低下するのではなかろうかと思うんですけど、その部分に関して、例えばその地区の方から

聞かれた際に、どういった形でお答えしていたらいいですか。その数字的な部分でちょっと答

弁いただければ助かるんですけど。 

○地域公共交通対策課長 

 飯塚東地区と庄内地区につきましては、現在２台の車両を使用させていただいております。

この２台というのは、飯塚東地区の西鉄バスが昨年の９月に廃止になった分がありましたので、

それを補填するといいますか、路線ワゴンという形で定時型の路線を一部取り入れる際に２台

にふやさせていただいております。現在この２台につきましては、予約乗合タクシーの運行を

する分と、路線ワゴン、定時定路線型の運行をする役割、２台が兼用で動いているという状態

です。それを今回は、予約乗合タクシーとして１台専用、そして、定時定路線型のエリアワゴ

ンを１台専用というような区分にわけて、動かすというような形になっております。 

○永末委員 

 今の答弁からすると、あまり変わりませんよというふうなことなのかなというふうにも聞こ

えるんですけど、２ページを見ると、現行では予約乗合タクシー・路線ワゴン２台というふう

な書き方で、実際にまちづくり協議会の買物ワゴンというのが１台ずつ、土曜日、週１回です

けど、あるというふうな形で、それを見ると３台で動いているのかなというふうにも見えるん

ですけど、それが右の新体系に移ると２台で、こう動くのかなというふうな形になると、やっ

ぱりそこは減るのではなかろうかというふうに見えてしまうんですけど、そこはどういうふう

に説明されますか。 
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○地域公共交通対策課長 

 資料がちょっとわかりにくい部分は大変申しわけないなというふうに思いますけれども、先

ほど申しましたように、平日の間は、予約乗合タクシーの専用１台とエリアワゴンの専用１台

ということで、現在の兼用２台でやっている中身と大きな差はございません。で、土曜日はそ

れぞれの地区で１台ずつ、エリアワゴンを動かすということでございますので、そこの部分は

現在と状況は変わっておりません。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○金子委員 

 １つ確認したいんですけれども、今回新しく路線ができたりするということで、資料を出し

ていただいた分の中で、「コミュニティ交通の利用状況について」というのがございます。そ

れを見たら、今までの利用状況、どの項目も平成３０年、令和元年が大変多くなっていますが、

それから減っていってしまっているという状況がある。この中で、来年度に向けて予測をつけ

るというのは、大変難しい状況ではないかなと思うんですけれども、やっぱりこれはある程度

目標がないことには、またその来年度どうしていこうかというのも難しいのではないかと思い

ますが、ある程度そういう目標値というのはどう考えられているのか、具体的なものがあれば

教えてください。 

○地域公共交通対策課長 

 今、委員がおっしゃられておりますように、令和２年度におきましては新型コロナウイルス

の感染症の影響で、非常に利用状況が、また月ごとに大きな変動があっておりますので、なか

なか参考にしづらいという状況から、私どもが考えるに当たっては令和元年度の状況などを参

考に、考えているところでございますが、今、大分状況が変わってきております中で、具体的

な目標というのはなかなか難しいところではございますが、令和元年度に利用された方々が、

今後も利用いただけるような形で今回の運行ができないかというところで考えております。具

体的な目標値というのはございません。 

○金子委員 

 そうすると、私がちょっと気になるところというのがもう一つあって、運賃なんですよね。

利用しやすいその１００円というところで、今素案としては出されているんですけれども、こ

の予算である程度、どのくらいの人がいて、どのくらいの収入というか、が出てきて、どのく

らいまたしっかり補填というかを考えていかないと、今後やっぱり厳しいのではないかと思う

んですけど、割合とかその辺のところをどういうふうに―――考えた経過というか、その辺は

教えていただけますか。 

○地域公共交通対策課長 

 運賃の設定につきましては、やはり行政サービスの公平性だとか、利用者負担という考え方

を考えますと、やはり有料という形でお願いしたいなというところで考えております。その金

額設定につきましては、現在、回数券利用が非常に多い中で、１００円のチケット制みたいな

形になっておりますので、１００円単位というのが考え方のよいところかなということ、また、

現在のコミュニティバス、予約乗合タクシーの運賃が、コミュニティバス２００円、予約乗合

タクシー３００円とかという値段設定、また、西鉄バスの初乗り運賃が１７０円という設定等

のバランスもとる必要があろうかと思っています。また、冒頭にちょっと説明させていただき

ましたけれども、今回の交通体系につきましては、地区内と地区間の移動というのを、交通結

節点で乗り継いでいただくということも考えますと、この地区内の輸送の金額プラス西鉄等の

民間のバスの運賃で、市外のほうに移動していただくということもございますので、そういっ

たことを総合的に考えて、現在、１００円という運賃の設定を考えているところでございます。 

○金子委員 
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 先ほど少しお伺いしたら、１０人ぐらいの人数がエリアバスでは走るのではないかというこ

とだったんですけど、そう考えると、ある程度の、１０人乗りの乗り物に何人乗れるかという

のは、ある程度出てくるのではないかなというふうに考えます。これは要望にしたいんですけ

ど、４月１日から始めるとなると、そこまでにどれだけこう、市民の方に周知して、ある意味

楽しみになる、今度乗ってみたいなって思えるような、イベントというか、そんなのがあると

もう少し周知できるかなと思いますので、市民がまた楽しみにできるような仕掛けを考えてい

ただくようよろしくお願いいたします。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○城丸委員 

 １件だけちょっとお聞きします。今、予算編成時期というか、もう予算編成終わっているか

もしれませんけど、以前と比べて、今回これだけ動かすのは概算でどれぐらいかかるものか、

概算で結構です。以前はどれぐらいかかっていて、今回どれぐらいかかるものかと。多分ふえ

ていると思いますので、その辺を言える範囲で教えてください。 

○地域公共交通対策課長 

 令和３年度、今年度の当初予算ベースで申しますと、予約乗合タクシー、コミュニティバス、

まちづくり協議会に出している買物ワゴンの運行に対する補助金、そういったものを含めます

と、事業費ベースで言いますと１億４千万円強の予算となっております。現在考えているこの

運行につきましては、その程度の額におさまるのではないかというところで、現在考えている

ところでございます。 

○城丸委員 

 そうしたら以前と予算的には変わらない範囲で、シフトを変えてというか、形を変えてやっ

ているということですかね。はい、わかりました。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

 本件については、引き続き調査をしていくということで、本日はこの程度にとどめたいと思

います。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １１：０６ 

再開 １１：１４ 

 委員会を再開いたします。 

 お諮りいたします。案件に記載のとおり、執行部から３件について報告したい旨の申し出が

あっております。報告を受けることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

 ご異議なしと認めます。よって、報告を受けることに決定いたしました。 

 「第２次飯塚市男女共同参画後期プラン（素案）の策定について」、報告を求めます。 

○男女共同参画推進課長 

第２次飯塚市男女共同参画後期プラン（素案）の策定についてご説明いたします。第２次飯

塚市男女共同参画後期プラン（素案）は、平成２９年度から令和８年度を目標年度とする現行

の第２次飯塚市男女共同参画プランを計画期間中に生じる社会状況の変化や各施策の進捗状況

などを検証し、中間年度である令和３年度に見直しを行う令和４年度から令和８年度を目標値

とする５カ年プランでございます。現行のプランと同様に、男女共同参画社会基本法及び飯塚

市男女共同参画推進条例に基づく市町村男女共同参画計画と、女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律、いわゆる女性活躍推進法に基づく女性活躍推進計画、また、配偶者からの
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暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律、いわゆるＤＶ防止法に基づく、ＤＶ対策基本計

画として位置づけ、施策を一体的に推進することとしております。なお、中間年度の見直しで

あることから、基本的には現行プランを踏襲し、国の第５次男女共同参画基本計画及び第５次

福岡県男女共同参画計画を踏まえるとともに、第２次飯塚市総合計画を初めとする各種計画と

の整合性を図りながら策定しております。後期プランの策定に当たりましては、ことし４月に、

３千人の市内在住者の満１８歳以上を対象として実施した男女共同参画に関する市民意識調査

と、働く場における女性の活躍に関する施策を検討する基礎資料として、市内に所在する１千

事業所を対象に、ことし１月に実施した女性の労働状況に関する事業所調査の結果を反映して

おります。なお、市民意識調査及び女性の労働状況に関する事業所調査の結果報告書は、資料

として提出させていただいております。また、取り組みの成果を確認するために、管理指標と

目標値を設定し、進捗管理を行っております。後期プランでは、令和２年度の現状値により、

管理指標等の見直しを行っておりますので、成果と課題について、簡単にご説明させていただ

きます。 

ファイル内の「後期プラン管理指標（案）」をごらんください。左側が現行プラン、右側が

後期プランの案となっており、現行プランと比較し、黄色い部分が文言等の修正、黄緑が目標

値の変更になった箇所となっております。 

まず初めに、①をごらんください。「男は仕事、女は家庭」という考え方について、「そう

思わない」市民の割合は、前回調査より６．５ポイント増加し、固定的な性別役割分担を否定

する考えが多数派となっております。 

次に、㉑と㉒をごらんください。「家庭における役割分担」では、「ほとんど女性」、「ど

ちらかといえば女性」との回答が、㉑の「育児、子どものしつけ」は６０．７％、㉒の介護は

５６．７％と、いずれも前回調査よりもふえております。これらのことにより、固定的な性別

役割分担を否定する意識啓発は進んでおり、取り組みの成果がうかがえますが、家庭内の仕事

は、いまだ女性に偏っており、性別役割分担が改善されていないため、女性の家庭内での負担

が大きく、改善のための取り組みが課題となっております。 

次に、⑦をごらんください。「市の目標審議会等の女性委員の割合」は、令和２年度は３３．

６％で、平成２７年度よりも２．３ポイント増加しておりますが、目標の４０％は達成できて

おりません。今後も目標達成に向けた取り組みを行ってまいります。なお、後期プランでは男

女の意見が反映できる審議会を目指し、目標値を国と同じ４０から６０％としております。ほ

かの管理指標にかかわる説明は省略させていただきます。 

次に、素案の構成についてご説明させていただきます。ファイル内の「第２次飯塚市男女共

同参画後期プラン（素案）」の表紙の次のページの目次をお願いいたします。後期プランにつ

きましては、現行プランと同じ４章立ての構成としており、第１章は、計画の趣旨、位置づけ

等を説明したものになります。第２章の「計画の基本的な考え方」には、現行のプランの成果

と課題、計画の基本理念、基本目標等のほか、「ＳＤＧｓと本プランの関連について」を追加

しております。次に、第３章の基本目標の達成に向け、現状と課題及び具体的な取り組みを示

しております。具体的な取り組みといたしましては、基本目標１、重点目標１に「ＳＤＧｓの

理解促進」と基本目標３、重点目標３に「性暴力の防止及び被害者支援」を追加しております。

第４章は、計画実現のための推進体制の充実・強化についてお示ししております。内容の詳細

については、説明を省略させていただきます。 

この素案につきましては、飯塚市男女共同参画推進委員会及びプラン策定専門部会で審議を

進め、策定したもので、よりよい計画とするために、市民の皆様に公表し、意見募集を行うも

のでございます。なお、市民の方への意見募集につきましては、募集期間を１２月１日から

１２月２８日までとし、市報１２月号及び市のホームページに掲載することとしております。

また、閲覧場所につきましては、本庁男女共同参画推進課、各支所市民窓口課、中央公民館、
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各地区交流センターに素案を設置し、閲覧ができるようにしたいと考えております。市民意見

募集終了後にお寄せいただきましたご意見を集約し、調整後、飯塚市男女共同参画推進委員会

からの答申を受けまして、３月完成に向け作業を進めてまいります。 

簡単ですが、以上で第２次飯塚市男女共同参画後期プラン（素案）の策定についての説明を

終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○金子委員 

 たくさんの資料ありがとうございました。アンケート等、すごく細かく書かれていて、よく

わかるなと思いました。お疲れさまでした。ありがとうございました。それで、市民の意見募

集の期間について、先ほど１２月１日から１２月２８日までとおっしゃいましたけれども、で

きれば、市民の方は年末で、２８日まで大変忙しいと思われますので、またそのパブリックコ

メントをまとめる期間は恐らく１月４日からになると思いますので、期間を延ばしていただい

て、初めはちょっとわかりませんけれども、終わりを１月３日とか、年末年始を含む日にちま

でに延ばすと、市民の方が書きやすいのではないかと思われますが、どうでしょうか。 

○男女共同参画推進課長 

 ご意見ありがとうございます。事務上には問題がないと思われますので、対応できるように

検討させていただきます。 

○金子委員 

 ありがとうございます。それともう一つ、大変こう、男女共同参画の必要性というのが述べ

られています。男女共同参画という考え方は男女共同参画推進課だけで終わってしまうのでは

なく、それぞれの課とか、それぞれの部課において考えていく必要があると思います。私が先

ほど公共交通で申し上げましたように、それぞれの課で女性の目線とか、ジェンダーの考え方

を、横軸として考えていくという考え方が必要だと思います。そのためには男女共同参画推進

課がそれぞれの課に対してどのように働きかけていくか、具体的な方法があればお示しくださ

い。 

○男女共同参画推進課長 

 質問委員が言われますように、男女共同参画、ジェンダー平等につきましては、全ての施策

にかかわるものだと認識しております。具体的には、男女共同参画推進協議会委員、男女共同

参画推進委員を対象として、毎年研修を行っておりますが、ことしは、この市民意識調査及び

事業所調査を使って、現状値を知ってもらうような研修をして、意識啓発を図っていきたいと

考えております。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○永末委員 

 過去２回ほど、いつか会の代表質問のほうで、久家部長ともやりとりさせていただいたんで

すけど、その中で、女性の登用率を上げるためにクオータ制を導入されたらどうですかという

ことで、その中で久家部長のほうからも、審議会に女性の候補を推薦できる体制づくりをまず

つくらなくてはいけないということで答弁いただきまして、飯塚市女性人材バンクの登録をふ

やすというふうな答弁をいただいたんですけど、そのことについてはこの計画の中には入って

いますでしょうか。 

○男女共同参画推進課長 

 先ほどお示ししました資料になりますけれども、管理指標の中の１１番に、女性人材バンク

の登録者数というものを入れております。こちらについても、３０人を目標にしておりますの

で、ふえるような取り組みを進めてまいりたいと思っております。 
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○永末委員 

 わかりました。ありがとうございます。そのときに私のほうが要望として、各分野で活躍さ

れている女性を、市長が推薦できるような仕組みというのをつくったらどうですかというふう

なこともちょっとお話しさせてもらったんですけど、そういった部分というのも今ご検討いた

だいてますでしょうか。 

○男女共同参画推進課長 

 具体的な方策としては、現在報告できるものはないんですが、各分野で活躍されていらっし

ゃる方に積極的に声をかけて、人材バンクに登録していただくような取り組みを行っておりま

す。各課に審議会の推薦をするときに、規約の中、また、条例などについて、市長が認める枠

を入れるようにというようなアドバイスをしながら、取り組みを進めるようにアドバイスをし

ております。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

 質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

 次に、「新型コロナワクチン接種の進捗状況について」、報告を求めます。 

○健幸保健課長 

新型コロナワクチン接種の進捗状況についてご説明をさせていただきます。本報告につきま

しては、９月１４日開催の協働環境委員会において報告をさせていただいている部分から以降

の報告となりますので、進捗状況はこれ以降の分についてご説明をさせていただきたいと思い

ます。 

１ページ目につきましては、前回報告時点より変更のほうがございませんので、２ページか

ら説明をさせていただきたいと思います。３番の接種状況についてでありますが、数値は令和

３年１１月１０日、昨日時点における国のワクチン接種記録システムの速報値で、人数は令和

３年１月１日時点の住民基本台帳データを参照しております。表の上段、６４歳以下の方の接

種状況についてでございますが、１回目接種を受けられた方が５万７２０１人、接種率６５．

６６％、２回目接種を受けられた方が５万２１０８人、接種率５９．８２％でございます。表

の中段、６５歳以上の方の接種率につきましては、１回目接種を受けられた方が３万

７６４３人、接種率９３．０８％、２回目接種を受けられた方が３万７４２３人、接種率９２．

５４％でございます。一番下の下段が全体の合計になりますが、１回目接種を受けられた方が

９万４８４４人、接種率７４．３６％、２回目接種を受けられた方が８万９５３１人、接種率

７０．１９％となっております。 

次に、４のワクチン供給量についてでございますが、９月１３日以降、表の下から５段目に

なりますが、１３日以降のワクチン供給の状況が前回報告時にはまだ入っていないもので、今

回新たに追加したものでございます。なお、１０月１８日供給分、一番下になりますが、こち

らの分で国からのワクチンの供給は終了となっております。 

最後に５の広報・周知状況についてでございますが、現在、第１体育館にて実施しておりま

す大規模な集団接種につきまして、１回目の接種を１１月１４日で終了予定としておりますの

で、接種可能な医療機関を案内し、接種を希望される方で予約がお済みでない方に、早期の予

約を促すため、接種実績のない方２万１６３７人の方に対して、１０月２７日にはがきのほう

でお知らせのほうをしているところでございます。 

以上、簡単ではございますが、新型コロナワクチン接種の進捗状況についての説明を終わり

ます。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

 次に、「工事請負契約について」、報告を求めます。 

○契約課長 

工事請負契約の締結状況につきまして、お手元の資料によりご報告いたします。今回ご報告

いたします工事は、建築一式工事２件、専門工事４件でございます。入札の執行状況につきま

しては、業者選考委員会において、条件付き一般競争入札実施要領、指名競争入札参加者指名

基準及び運用基準に基づきまして、それぞれの工種ごとに定める格付要件等を決定し、入札を

執行いたしました。 

次に、入札の結果についてご説明いたします。資料の１ページをお願いいたします。庄内交

流センター大規模改造（その１）工事につきましては、５者による入札を執行いたしました。

その結果、落札額１億４２２６万３千円、落札率９４．８８％で、神崎建設株式会社が落札を

いたしております。なお、本件の入札につきましては、変動型最低制限価格方式により落札者

を決定いたしております。 

次に、資料の２ページをお願いいたします。庄内交流センター大規模改造（その２）工事に

つきましては、５者による入札を執行いたしました。その結果、落札額４８７１万６８００円、

落札率９１．１６％で、株式会社南里住建が落札をいたしております。なお、本件の入札につ

きましては、最低制限価格によります２者同額の応札があり、地方自治法施行例の規定に基づ

き、くじ引にて落札者を決定いたしております。 

次に、資料の３ページをお願いいたします。庄内交流センター大規模改造（電気設備・その

１）工事につきましては、３者による入札を執行いたしました。その結果、落札額９３８３万

７７００円、落札率９１．９２％で、株式会社飯塚電設が落札をいたしております。 

次に、資料の４ページをお願いいたします。庄内交流センター大規模改造（給排水衛生設

備・その１）工事につきましては、３者による入札を執行いたしました。その結果、落札額

９６４８万３２００円、落札率９１．９９％で、株式会社有光工務店が落札をいたしておりま

す。 

次に、資料の５ページをお願いいたします。庄内交流センター大規模改造（空調設備・その

１）工事につきましては、３者による入札を執行いたしました。その結果、落札額８２９８万

４千円、落札率９２％で、株式会社豊熱が落札をいたしております。なお、本件の入札につき

ましては、最低制限価格によります２者同額の応札があり、地方自治法施行例の規定に基づき、

くじ引にて落札者を決定いたしております。 

次に、資料の６ページをお願いいたします。幸袋交流センター建設（電気設備）工事につき

ましては、２者による入札を執行いたしました。その結果、落札額６９１８万７８００円、落

札率９１．５％で、株式会社幸袋テクノが落札をいたしております。 

以上、工事請負契約についての報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

 質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

 これをもちまして、協働環境委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 


